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陳 情 文 書 表 

令４陳情第１１号 令和４年１１月１０日受理 

件  名 
私立認可保育所及び認定こども園の保育士・保育教諭配置数の

改善を求める陳情 

 

陳 情 者 

 

秦野市沼代新町３―４２ 

秦野市私立保育園園長会 

会長 山本 昇 

陳 情 の 要 旨 

秦野市私立保育園園長会は、社会福祉法人設立の認可保育所及び認定こ

ども園で構成され、市内の全定員２，６０２名のうち、１，４５５名の園

児を保育しております。 

昨今、保育の現場では、持続可能な循環社会の礎である乳幼児のたくま

しい成長と子育ての支援のため、園児の積極的な活動を保障するとともに

一方では健康や安全面での専門的配慮、例えば、アレルギー対応、誤飲・

誤食の防止、睡眠時の安全チェックや園児の一時的見失いの防止、怪我の

防止、体調の悪い子の保育なども実施しています。加えて、発達上、より

丁寧な個別対応が必要な園児も増加しつつあるだけでなく、多くの園が

日々１２時間保育を実施しております。 

しかし、保育の専門性がより強く求められ、保育労働がハードになって

いる現状でも、保育士配置基準に応じて財源が公から手当される仕組みで

は、７０年前から変わらない保育士配置基準のまま保育を行わざるを得ま

せん。 

それゆえ、昨今の園児死亡事故を想起した時、いつ何が起きても不思議

ではない乳幼児に、目を離すことができない緊張と多忙の中で、一瞬の隙

を生むことがありはしないか、十分に安全確保が図られていただろうかと

不安に感じることもあります。 

とりわけ１歳児に関しては、保育士１名が６名を保育しなければいけな

いという基準では、安全で十分な保育ができるとは考えられません。当市

公立園においては、既に１歳児４名に保育士等１名という配置基準になっ

ており改善が図られております。厚木市・平塚市・小田原市など近隣市の

民間園でも同様です。 

入園後間もない時期が、環境の激変で、死亡事故が起きやすいことを国

も警告しており、保護者が育児休業後に職場復帰する１歳児入園がとりわ
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け多いことからも、秦野市私立保育園園長会所属園に限らず認可された全

ての民間保育所等の保育士配置の改善は急務のことと思います。 

付け加えれば、昨今、保育所等における園児死亡事故・不適切保育など

が頻繁にマスコミ等で報道されています。これらは、保育所等での職員業

務の相互監視などの管理体制の不備・不適切のみならず、保育業務量に比

して保育士等の数が足りていないことが大きな要因と指摘されておりま

す。保育所等の基本となる保育の安全性を少しでも高める保育士等職員配

置増を切にお願いしたく陳情いたします。 

 

 陳情事項 

 認可された全ての民間保育所及びこども園の１歳児保育担当保育士及び 

保育教諭を公立園と同様に配置できるよう、市の補助基準を見直し、市 

内の園に通う全ての園児を誰一人取り残さず、等しく良い処遇が受けられ 

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


